
奈良県薬局機能情報提供制度実施要領

１ 目的

この要領は、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改

正する法律（平成１８年法律第８４号。以下「改正法」という。）による改正後の

薬事法（昭和３５年法律第１４５号。以下「法」という。）第８条の２の規定に基

づき、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報（以下「薬局機

能情報」という。）について、奈良県内で薬局の開設許可を受けている者（以下「薬

局開設者」という。）が奈良県知事（以下「知事」という。）に報告する事項及び

その方法、奈良県（以下「県」という。）が実施する薬局機能情報の公表方法等に

関する具体的な実施方法等を示すことにより、住民・患者等による薬局の適切な選

択を支援することを目的とする。

２ 情報の取扱い

本制度は、薬局開設者が薬局機能情報を知事に対して報告（変更内容の報告を含

む）し、知事は、原則、報告を受けた薬局機能情報をそのまま公表するものとする。

薬局開設者は、薬局機能情報について、正確かつ適切な情報を提供するとともに、

当該薬局において薬剤師等は、住民・患者等からの相談等に適切に応じるよう努め

る。

また、薬局開設者は、既に知事に対して報告を行った薬局機能情報について誤り

があることに気がついた場合には知事に対し速やかにその訂正を申し出、それによ

り知事は速やかに所要の是正措置を行うよう努める。

３ 運営体制

（１）本制度は、奈良県福祉部健康安全局薬務課（以下「薬務課」という。）におい

て運営することを基本とするが、必要に応じて委託又は関係機関との連携を図る。

（２）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５３条第２項に基づき、本制度の

実施に関する事務の一部（調査票の送付・回収、薬局から薬局機能情報の報告が

ない場合又は虚偽の報告が行われた場合における薬局への指導等）を保健所設置

市に委任することができる。ただし、委任した場合においても、本制度の運営に

ついては県の責任において行う。

（３）県は、本制度について外部の法人等へ制度の実施に関する事務の一部（調査票

の送付・回収等）を委託する場合は、住民・患者等への情報提供が円滑に行われ

るよう、運営に関して委託先と相互に緊密な連携・調整を図る。

（４）住民・患者等からの薬局機能情報に関する質問・相談及びそれに対する助言等

については、原則、薬務課で対応する。

（５）住民・患者等からの薬局機能情報についての質問・相談に応じ、助言等を行う

場合においては、改正法による改正後の医療法（昭和２３年法律第２０５号）第

３０条の４に規定する医療計画に基づく事業ごとの医療連携体制についての情報



提供も行うよう努める。

４ 薬局機能情報の報告等

（１）薬局機能情報の報告・公表事項及び定期報告の時期

県は薬局開設者に対し、薬事法施行規則（昭和３６年厚生省令第１号。以下「規

則」という。）別表第１に掲げる事項及び県が定める事項（別紙「報告及び公表

事項」のとおり。）について、様式第１により毎年１２月３１日現在の事項を翌

年の１月３１日までに報告を行わせる。

なお県は薬局開設者が報告を行った報告事項のうち、別紙「報告及び公表事項」

に掲げる基本情報（(１)薬局の名称、(２)薬局開設者、(３)薬局の管理者、(４)

薬局の所在地、(５)電話番号及びファクシミリ番号、(６)営業日及び(７)営業時

間）（以下「基本情報」という。）について修正又は変更があった場合には、薬

局開設者に対して３０日以内に修正又は変更の報告を行わせる。

また、薬局を廃止又は休止若しくは再開した場合には、薬局開設者に対して３

０日以内に廃止又は休止若しくは再開の報告を行わせる。

（２）薬局機能情報の報告方法

ア 新たに薬局開設許可を取得した場合について

新たに薬局開設許可を取得した薬局開設者は、許可取得後速やかに奈良県医

療機能情報公表システム又は様式第１により知事に報告しなければならない。

イ 情報を修正又は変更した場合について

(ア) 基本情報については、薬局に係る重要な事項であるため、薬局開設者は当

該基本情報に修正又は変更があった時点から３０日以内に、奈良県医療機能

情報公表システム又は様式第２により報告を行わなければならない。

なお、当該報告は、法第１０条の規定に基づく開設許可等の事項の変更の

届出とは区別して行うものとする。

(イ) 別紙報告及び公表事項のうち、基本情報以外の事項については、定期報告

に併せて行っても差しつかえない。なお、薬局開設者は基本情報以外の事項に

ついても本情報提供の主旨にかんがみ随時報告することが望ましい。

(ウ) 奈良県医療機能情報公表システムにより薬局機能情報を修正又は変更した

場合には、薬局機能情報の管理・運営の観点から、薬局開設者は修正又は変更

した事項について、１月に１回以上を基本に、まとめて様式第２により、知事

に報告するものとする。

ウ 薬局を廃止又は休止若しくは再開した場合について

薬局開設者は、薬局を廃止又は休止若しくは再開した場合には、様式第３に

より報告を行わなければならない。

なお、当該報告は、法第１０条の規定に基づく廃止又は休止若しくは再開の

届出とは区別して行うものとする。

（３）薬局機能情報の確認等

県は、薬局開設者から報告された薬局機能情報の内容について、確認が必要と

認める場合には、市町村その他の官公署に対し、当該薬局の機能に関する必要な



情報の提供を求めることができる。

また、県は、薬局機能情報の正確性を確保する観点から、定期報告に際して保

健所設置市に対し、当該保健所設置市に開設する薬局の機能情報について、照会

を行うことができる。

県は、薬局開設者が報告を行わない場合又は虚偽の報告を行ったと認められる

場合には、法第７２条の３に基づき、期間を定めて、薬局開設者に対し、報告の

要請又はその報告内容の是正を行うよう命ずること（以下「是正命令」という。）

ができる。

県は、報告された薬局機能情報の全部又は一部について、照会・確認等を行っ

たにもかかわらず、適切な応答がなされず内容の確認ができない期間や、是正命

令を行ってから是正がなされるまでの期間においては、報告された情報のうち、

真偽が未確認である情報について、公表することを一時的に停止することができ

る。この場合において、未確認である当該情報については、照会及び確認の過程

である等の旨が住民・患者等に分かるよう、公表ホームページ上の当該項目につ

いてその旨記載する。

県は、薬局が廃止又は休止されているにもかかわらず、薬局開設者からその旨

の報告がなされていない場合には、当該薬局にかかる薬局機能情報を削除又は公

表の停止（休止されている旨の表示等）を行うことができる。

５ 薬局機能情報の公表

（１）薬局機能情報の公表時期

県は、薬局開設者から定期報告のあった薬局機能情報について、毎年、３月３

１日までに公表する。また、様式第２により修正又は変更の報告を受けた場合は

３０日以内に公表する。

（２）薬局機能情報の公表方法

県は、インターネットを通して、薬局開設者から報告された薬局機能情報を公

表する。

県は、インターネットを利用できない環境にある住民・患者等に配慮し、イン

ターネットを通した公表と併せて、薬務課等において、書面による閲覧又はＰＣ

等のモニター画面での表示等により公表する。

県は、１の目的及び２の情報の取扱いについて、薬局機能情報を公表する際に、

インターネットを通したホームページ上に掲載して公表する。

県は、隣接する府県の公表する薬局機能情報についても住民・患者等が活用で

きるよう、当該情報を公表しているホームページをリンク先として設定するよう

努めるとともに、隣接する府県より薬局機能情報に関するリンクの設定等依頼が

あった場合は適切に対応するものとする。

６ 薬局による情報提供

県は、薬局による情報提供に関して、薬局開設者に対して、以下に掲げる事項に

ついて、適切な指導・助言等を行うことにより、本制度の円滑な運営に努める。

（１）薬局開設者は、薬局機能情報について知事に報告するとともに、当該薬局にお



いて閲覧に供しなければならない。その際、書面による閲覧に代えて、電磁的方

法（電子メール、インターネット、ＰＣ等モニター画面での表示又はＣＤ－ＲＯ

Ｍ等の交付）による情報の提供を行うことができる。

（２）県は、薬局開設者が薬局機能情報の提供を適切に行っていない場合には、薬局

開設者に対して、適切に情報を提供するよう指導することができる。

（３）県は、薬局開設者に対して、当該薬局において、住民・患者等からの薬局機能

情報に関する相談・照会等について、適切に対応するよう努めるよう指導すると

ともに、患者から当該薬局以外の薬局に対する相談・照会等があった場合におい

ても、適切な対応に努めるよう指導する。

７ 附則

（１）施行期日

この要領は、平成２０年１月１５日から施行する。

（２）経過措置

この要領の施行の際現に薬局の開設許可を受けている者についての報告期日に

ついては別途定める。
（３）施行期日

この要領は、平成２０年１０月１５日から施行する。



別紙
報告及び公表事項

１．規則別表第１に掲げる事項

第１ 管理、運営、サービス等に関する事項 第２ 提供サービスや地域連携体制に関する事項
１ 基本情報 １ 業務内容、提供サービス
(１)薬局の名称 (１)認定薬剤師（中立的かつ公共性のある団体により認定さ
(２)薬局開設者 れ、又はそれらと同等の制度に基づいて認定された薬剤
(３)薬局の管理者（管理薬剤師） 師をいう。）の種類及び人数
(４)薬局の所在地 (２)薬局の業務内容
(５)電話番号及びファクシミリ番号 (ⅰ)無菌製剤処理に係る調剤の実施の可否
(６)営業日 (ⅱ)一包化薬に係る調剤の実施の可否
(７)営業時間 (ⅲ)麻薬に係る調剤の実施の可否

２ 薬局へのアクセス (ⅳ)浸煎せん薬及び湯薬に係る調剤の実施の可否
(１)薬局までの主な利用交通手段 (ⅴ)薬局製剤実施の可否
(２)薬局の駐車場 (ⅵ)医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施
(ⅰ)駐車場の有無 の可否
(ⅱ)駐車台数 (ⅶ)薬剤服用歴管理の実施の有無
(ⅲ)有料又は無料の別 (ⅷ)薬剤情報を記載するための手帳の交付の可否

(３)ホームページアドレス (３)地域医療連携体制
(４)電子メールアドレス (ⅰ)医療連携の有無

３ 薬局サービス等 (ⅱ)地域住民への啓発活動への参加の有無
(１)相談に対する対応の可否 ２ 実績、結果等に関する事項
(２)対応することができる外国語の種類 (１)薬局の薬剤師数
(３)障害者に対する配慮 (２)医療安全対策（医薬品の使用に係る安全な管理のための
(４)車椅子の利用者に対する配慮 責任者の配置の有無）
(５)受動喫煙を防止するための措置 (３)情報開示の体制

４ 費用負担 (４)症例を検討するための会議等の開催の有無
(１)医療保険及び公費負担等の取扱い (５)処方せんを応需した者（以下この表において「患者」と
(２)クレジットカードによる料金の支払の可否 いう。）の数

(６)患者満足度の調査
(ⅰ)患者満足度の調査の実施の有無
(ⅱ)患者満足度の調査結果の提供の有無

２．県が定める事項

１ 基準薬局 ６ 高度管理医療機器販売及び賃貸業の許可の有無と取扱い品目
２ ファクシミリによる処方せんの受付 ７ 相談に応対する場所
３ 医療用医薬品の備蓄数 ８ 患者の後発医薬品選択に対応できる体制
４ 一般用医薬品の取扱い ９ 漢方調剤
５ その他の物品の取扱い 10 薬学生の調剤実習の受け入れ

(１)衛生材料の販売
(２)医療機器(高度管理医療機器を除く) の販売


